
（総　則）

第１条　令和７年度熊本市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　予算第３条支出第１款病院事業費用中「第３項予備費」を「第４項予備費」に

　改め、収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第３条　予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

（重要な資産の取得及び処分の補正）

第４条　予算第１２条に定めた重要な資産の取得及び処分を、次のとおり補正する。

（追加分）

熊　本　市　長　　大　西　一　史　

名 称

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

千円

令和７年度熊本市病院事業会計補正予算

（補正前の額） （補正額） （計）

(1) 医療機器 1台取 得 す る 資 産

9,147,034 千円職 員 給 与 費 269,151 千円

第１項

支　　　　　　　出

第１款 千円病 院 事 業 費 用 千円

千円269,164

特 別 損 失

17,147,827

（補正前の額）

千円

（計）

269,225 17,417,052

千円

61第３項 0 千円千円 千円61

17,015,61016,746,446医 業 費 用 千円

（補正額）（科　　　目）

（科　　　目）

8,877,883(1)

種 類

議 第 257 号

令和 7年 11 月 28日提出

数量
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